
岡⼭⼤学研究教授及び研究准教授称号の付与の基準等に係る運⽤要項 
 

平成３０年９⽉２７⽇  
学 ⻑ 裁 定  

改正 平成３１年 １⽉ ８⽇ 
改正 令和 ２年 ４⽉ １⽇ 

                                                      改正 令和  ３年 6 ⽉ 17 ⽇ 
                           改正 令和 ４年 ２⽉ ３⽇ 
（⽬的） 
第１条 この要項は，岡⼭⼤学研究教授及び研究准教授称号の付与に関する規則（平成 30

年岡⼤規則第２６号）（以下「規則」という。）第 11 条に基づき必要な事項を定める。 
（資格要件の運⽤基準） 
第２条 規則第２条第１項第１号及び第２項第１号の「国際的に認められている論⽂を執

筆していること」とは次の要件のすべてに該当する場合とする。ただし，研究担当理事が
定める⼤学として特に重要とする競争的外部資⾦を獲得している研究者については，2 項
⽬以上に該当することを条件とする。 

 ⼀ ピアレビューのある雑誌に，直近５年で年間平均１報以上の論⽂をファーストオー
サー，ラストオーサー等の中⼼的執筆者として発表していること。 

 ⼆ 引⽤度の⾼い論⽂を発表していること（トップ１０％以上）。 
 三 国際的にも評価されていること（Ｑ１ジャーナルに，過去５年間に１報以上の論⽂が

掲載されていること）。 
  （注）Ｑ１ジャーナル：分野別にインパクトファクターを並べ，トップ２５％以内のジ

ャーナル（Documents in Q1 Journal）をいう。 
２ 規則第２条第１項第２号の「⼤型研究において研究代表者として認められている者」と

は次のいずれかに該当する者とする。 
⼀ 研究代表者である外部資⾦が１件１千万円以上（年間）のものを含み合計で２千万 

円以上（年間）であること。 
⼆ 海外の政府⼜はそれに準じる機関が所管する研究制度により⽀援を受けた国際共同 

研究における研究代表者（⽇本側研究グループの研究代表者を含む。）であること。 
三 １千万円以上（年間）の外部資⾦による国際共同研究の研究代表者であること。 

３ 規則第２条第１項第２号の「それに準じる者であって⼤型研究の研究代表者となろう
としている者」とは次のいずれにも該当する者として，研究担当理事，所属部局⻑及び必
要に応じて研究担当理事が依頼する者による審査により認められた者とする。 
⼀ 前項各号のいずれかに準じていること 
⼆ 原則として１件２千万円以上（年間平均）の外部資⾦を研究代表者として申請しよう

としている者であること。ただし，国際共同研究についての外部資⾦申請時の取扱いに
ついては，上述の審査の中で判断する。 



４ 規則第２条第２項第１号の「研究代表者として活躍している者」とは次のいずれかに該
当する者とする。 
⼀ 研究代表者である外部資⾦が８００万円以上（年間）であること。 
⼆ 海外の政府⼜はそれに準じる機関が所管する研究制度により⽀援を受けた国際共同

研究における研究代表者（⽇本側研究グループの研究代表者を含む。）であること。 
５ 規則第２条第２項第２号の「顕著な受賞歴がある者」とは，研究担当理事，所属部局⻑

及び必要に応じて研究担当理事が依頼する者による審査により認められた者とする。 
６ 第 2 項及び第４項に規定する「年間」とは，研究教授⼜は研究准教授の申請年度⼜は申

請の前年度とする。ただし，称号の付与期間の更新にかかる審査においては，その時点で
の称号付与期間のいずれかの年度とする。 

７ 称号の付与期間の更新については，原則として，規則第５条第３項に基づき実施する更
新の可否を決定する審査（以下「更新審査」という。）において。第 1 項から第６項まで
に定める要件を満たす場合は，更新を可（更新期間３年間）とする。ただし，更新審査に
おいて要件を⼀部満たさない場合は，１年間の更新審査の猶予期間を設けるものとする。 

８ 前項ただし書きにより実施する更新審査において更新が認められた場合の更新期間は
２年間とする。 

（研究教授及び研究准教授の申請の時期） 
第３条 規則第３条に係る申請については適宜⾏うことができるものとする。 
（間接経費についての特例） 
第４条 規則第７条に基づき，国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学における外部資⾦に係る間接経費取

扱要項（平成２１年１⽉８⽇学⻑裁定。以下「間接経費取扱要項」という。）第３条の規
定については，次のとおり運⽤する。 
⼀ 研究教授及び研究准教授がその称号を利⽤できる期間において研究代表者として新

規に獲得した間接経費取扱要項第３条の適⽤となる外部資⾦（間接経費の割合が３
０％のものに限る。）に関し，初年度分については「全学分」を５５％とし，「部局分」
を４５％とする。「部局分」としている４５％のうち，５ポイントに相当する⾦額は当
該研究教授及び研究准教授に配分する。 

⼆ 研究教授及び研究准教授がその称号を利⽤できる期間において前号の適⽤を受けた
外部資⾦が継続している場合には，次年度以降の「全学分」を５８％とし，「部局分」
を４２％とする。「部局分」としている４２％の２ポイントに相当する⾦額は当該研究
教授及び研究准教授に配分する。 

（称号の取り消し） 
第５条 規則第６条に規定する「その栄誉をけがすと認められる⾏為」とは，国⽴⼤学法⼈

岡⼭⼤学職員就業規則（平成１６年岡⼤規則第１０号。）第６７条各号に規定する⾏為及
び岡⼭⼤学研究ポリシーに著しく反する⾏為をいう。 

 
  附 則 



この要項は，平成３０年１０⽉１⽇から施⾏する。 
附 則 

この要項は，平成３１年１⽉８⽇から施⾏し，平成３０年１０⽉１⽇から適⽤する。 
  附 則 
 この要項は，令和２年４⽉１⽇から施⾏する。 

附 則 
この要項は，令和３年６⽉１７⽇から施⾏する。 

附 則 
この要項は，令和４年２⽉３⽇から施⾏する。 
 


